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第 1 章 本書の概要 

中央新幹線については、全国新幹線鉄道整備法に基づき、平成 23 年 5 月、国土交通大臣により、東海

旅客鉄道株式会社（以下「当社」という。）が営業主体及び建設主体に指名され、整備計画の決定及び当

社に対する建設の指示がなされた。これを受けて、当社は、まずは第一段階として計画を推進する東京

都・名古屋市間について環境影響評価を実施し、山梨県内においては「中央新幹線（東京都・名古屋市間）

環境影響評価書【山梨県】（平成 26 年 8 月）」（以下「評価書」という。）をとりまとめ、平成 26 年 10

月 17 日に工事実施計画（その１）の認可を受け、工事に着手した。 

本書は、評価書において、発生土置き場等を新たに当社が今後計画する場合には、場所の選定、関係者

との調整を行った後に、環境保全措置の内容を詳細なものとするための調査及び影響検討を実施すると

したことを受け、早川町内で計画が具体的となった雨畑地区発生土仮置き場について調査及び影響検討

を行った結果を整理したものである。 
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第 2 章 工事概要 

2-1 工事位置 

早川町内では、図 2-1 に示すとおり既に計画が具体化した塩島地区に発生土置き場を設置し、今

回、雨畑地区に発生土仮置き場を計画している。本書では、雨畑地区の発生土仮置き場計画地として

調査・影響検討の結果を取りまとめる。雨畑地区発生土仮置き場計画地の現況については図 2-2、写

真 2-1～2-2 に示すとおりである。 
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早川東非常口

広河原非常口 

早川非常口 

塩島地区発生土置き場

雨畑地区発生土仮置き場

図 2-1 発生土置き場の位置 

斜坑（トンネル） 

非常口 

発生土(仮)置き場 
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図 2-2 雨畑地区発生土仮置き場平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1 雨畑地区発生土仮置き場計画地の現況(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-2 雨畑地区発生土仮置き場計画地の現況(2)  
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2-2 工事の規模 

 雨畑地区発生土仮置き場 

 ・面積：敷地面積約 4,300m２（内、仮置き場約 3,000m２ 盛土面積約 2,000m２） 

 ・容量：約 8,000m３ 

 ・最大盛土高：約 6m 
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2-3 工事の概要 

トンネル掘削による発生土には自然由来の重金属等が含まれる場合があり、この発生土の取り扱

いは、国の定める法令（土壌汚染対策法）の対象外であるが、各非常口の工事施工ヤード内の仮置

き場において 1日 1回を基本に調査※を行い、土壌汚染対策法で定める溶出量基準値を超える自然

由来の重金属等を含む発生土（以下、「要対策土」という。）が生じた場合については、「建設工事

で発生する自然由来重金属等含有土対応ハンドブック（平成 27 年 3 月 国立研究開発法人土木研

究所）」に基づき適切に処理をする。 

雨畑地区発生土仮置き場は、要対策土が発生した場合にそれらを搬入し、処分をするまでの仮置

き場所として使用する計画である。仮置きした要対策土は最終的に搬出し、原状復旧して地権者へ

返還する。本地点は既に発生土で造成された土地であり、今回さらに仮置き期間中には最大で概ね

県道の高さになるまでトンネルからの要対策土を搬入する。なお、要対策土の仮置き場のため、盛

土内に雨水等が入らないよう遮水シートで上から覆うとともに、ベントナイト混合土（母材である

ベントナイトの粉末（粘性土）と土を混ぜて作製される、遮水性の高い材料のことをいう。以下

「ベントナイト」という。）で底面と周囲を囲い込み、要対策土からの排水を集水管で集水ますに

集め、送水管を通して水質汚濁防止法に準拠した貯留機能を備えた水槽に一時貯留した後、法令等

に則り適切に処理する。また、遮水シートは溶着し、継ぎ目から雨水が要対策土に浸透することを

防止する。また、地盤とベントナイトの間には土木シートを設置し、両者が混ざることを防止す

る。発生土を用いた盛土の計画については図 2-3 に示す。 
※ 1 日 1 回を基本とするが、トンネル本坑部の掘削においては、先行して掘削する先進坑部の

結果を参考にできるため、発生土 5,000m3に対し 1回を下回らない頻度とする。 

 

 平面図                    断面図 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※今後の行政との協議により構造や配置を変更する可能性がある 
図 2-3 雨畑地区発生土仮置き場における盛土計画 
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 ・工事概要は以下のとおりである。 
   工事時間：8時 15 分～17 時 00 分 

   休工日 ：日曜日 

   工事期間：平成 28 年度～33 年度（予定） 

（発生土の発生状況等により、工事期間の変更や、やむを得ず休工日に作業や運搬を行うことが

ある。なお、搬入は要対策土が発生した時のみ行う。） 

 

 ・主な施工手順は図 2-4 のとおりである。 
まず、建設機械を用いて遮水性の高いベントナイト躯体を造成する。その後、要対策土を搬入

し、建設機械を用いて敷き均す。日々の作業終了時には遮水シートで要対策土を覆い、雨水が要

対策土へ浸透するのを防止する。仮置き期間終了後は建設機械を用いて要対策土を搬出しベント

ナイト躯体を解体する。 

   
図 2-4（1） 雨畑地区発生土仮置き場における主な施工手順（ベントナイト躯体設置） 

 

 

 
図 2-4（2） 雨畑地区発生土仮置き場における主な施工手順（発生土搬入、締固め） 

 

 
 

 
図 2-4（3） 雨畑地区発生土仮置き場における主な施工手順（仮置き） 

  

ベントナイト躯体

ベントナイト躯体 

要対策土 

ベントナイト躯体 
要対策土 

遮水シート 



2-7 

 

2-4 工事工程 

 工事工程を表 2-1 に示す。 

 

表 2-1 工事工程 

 

※ 搬入・仮置き期間については、期間を延長する場合がある。 

 

2-5 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行台数について 

 (1）発生土の運搬に用いる車両 

  使用する主な工事用車両は、要対策土やベントナイトを運搬するダンプトラックや資機材等の

運搬用のトレーラートラックを想定している。本工事における工事用車両の想定台数は要対策土の

発生時期と土量によるが、発生した場合には片道で 1 日最大 200 台程度と考えている。この台数

は、各非常口から先進坑及び本坑を掘削しているときに、要対策土を搬出しなければならない時の

値であり、今後の状況により変更となる可能性がある。 

工事用車両の主な運行ルートを図 2-5 に示す。 
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早川東非常口

広河原非常口 

早川非常口 

塩島地区発生土置き場

雨畑地区発生土仮置き場
斜坑（トンネル） 

非常口 

発生土（仮）置き場 

運行ルート 

運行ルート（迂回路） 

図 2-5 工事用車両の運行ルート 
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第 3 章 調査及び影響検討の手法 

周辺の地域の特性と事業の特性を踏まえ、事業の実施により環境に影響を及ぼすと想定さ

れる項目を抽出し、調査及び影響検討の手法を選定した。 

 

3-1 調査及び影響検討項目の選定 

調査及び影響検討の項目を、表 3-1 に示す。 

 

表 3-1(1) 調査及び影響検討項目 

影響要因 調査及び影響検討項目 選定 備考 

建設機械の稼働 

 

大気質（二酸化窒素、浮

遊粒子状物質） 
○ 

建設機械の稼働に係る大気質（二酸化窒

素及び浮遊粒子状物質）への影響につい

ては、建設機械の台数が少なく影響が小

さいことから非選定とした。 

大気質（粉じん等） ○ 

建設機械の稼働に係る大気質（粉じん等）

への影響については、建設機械の台数が

少なく影響が小さいことから非選定とし

た。 

騒音 ○ 

建設機械の稼働に係る騒音への影響につ

いては、建設機械の台数が少なく影響が

小さいことから非選定とした。 

振動 ○ 

建設機械の稼働に係る振動への影響につ

いては、建設機械の台数が少なく影響が

小さいことから非選定とした。 

動物 ○ 
既に改変された範囲であり現地の状況か

ら非選定とした。 

生態系 ○ 
既に改変された範囲であり現地の状況か

ら非選定とした。 

温室効果ガス ○ 

建設機械の稼働に伴い発生する温室効果

ガスは、建設機械の台数が少ないことか

ら非選定とした。 

「○」は、評価書作成時において選定した項目を示す。 

「○」は、評価書作成時において選定した項目で、削除した項目を示す。 
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表 3-1(2) 調査及び影響検討項目 

影響要因 調査及び影響検討項目 選定 備考 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

大気質（二酸化窒素、浮

遊粒子状物質） 
○ 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

に係る大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状

物質）への影響については最大となる地

点を評価書において調査、予測及び評価

しているため非選定とした。 

大気質（粉じん等） ○ 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

に係る大気質（粉じん等）への影響につ

いては最大となる地点を評価書において

調査、予測及び評価しているため非選定

とした。 

騒音 ○ 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

に係る騒音への影響については最大とな

る地点を評価書において調査、予測及び

評価しているため非選定とした。 

振動 ○ 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

に係る振動への影響については最大とな

る地点を評価書において調査、予測及び

評価しているため非選定とした。 

動物 ○ 
既に改変された範囲であり現地の状況か

ら非選定とした。 

生態系 ○ 
既に改変された範囲であり現地の状況か

ら非選定とした。 

温室効果ガス ○ 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

に係る温室効果ガスへの影響については

最大となる地点を評価書において調査、

予測及び評価しているため非選定とし

た。 

「○」は、評価書作成時において選定した項目を示す。 

「○」は、評価書作成時において選定した項目で、削除した項目を示す。 
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表 3-1(3) 調査及び影響検討項目 

「○」は、評価書作成時において選定した項目を示す。 

「○」は、評価書作成時において選定した項目で、削除した項目を示す。 

「●」は、評価書に記載のある調査及び影響検討項目ではないが、雨畑地区発生土仮置き場は   

要対策土を搬入するため、調査及び影響検討項目に追加した項目を示す。 

 

 

 

 

影響要因 調査及び影響検討項目 選定 備考 

発生土仮置き場

の設置 

水質（水の濁り） ○ 

発生土仮置き場設置に伴う排水について

は、水質汚濁防止法に準拠した水槽を設

けて一時貯留し、基準を超えた排水は産

業廃棄物処理施設に運搬し、また基準以

内の排水は早川工事施工ヤードに運搬し

て濁水処理を行うこと、及び雨水につい

ては、遮水シートで上から覆うとともに、

ベントナイトで底面と周囲を囲み、要対

策土に触れることはなく、今まで通り、敷

地内側溝を通り雨畑川へ流れることか

ら、河川等への影響はないため非選定と

した。 

重要な地形及び地質 ○ 
発生土仮置き場の周辺に重要な地形及び

地質は存在しないため、非選定とした。

土壌汚染 ● 

トンネルの工事に伴う発生土の搬入によ

り、土壌汚染のおそれがあることから選

定した。 

文化財 ○ 
発生土仮置き場の周辺に文化財は存在し

ないため、非選定とした。 

動物 ○ 
既に改変された範囲であり現地の状況か

ら非選定とした。 

植物 ○ 
既に改変された範囲であることから非選

定とした。 

生態系 ○ 
既に改変された範囲であることから非選

定とした。 

景観 ○ 

発生土仮置き場の周辺地域に主要な展望

点及び景観資源は存在しないため非選定

とした。 

人と自然との触れ合い

の活動の場 
○ 

発生土仮置き場の周辺地域に主要な人と

自然との触れ合いの活動の場は存在しな

いため、非選定とした。 
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3-2 調査、影響検討手法の選定 

3-2-1 調査手法 

各項目の調査手法を、表 3-2-1 に示す。 

 

表 3-2-1  発生土仮置き場の設置に関わる調査手法 

 

3-2-2 影響検討手法 

各項目の影響検討手法を、表 3-2-2 に示す。 

 

表 3-2-2  発生土仮置き場の設置に関わる影響検討手法 

 

 

調査項目 調査内容 

土壌汚染 

〇調査対象 

 発生土仮置き場の設置 

〇調査手法 

 文献調査 

〇調査時期 

 最新の情報を入手可能な時期とする。 

検討項目 検討内容 

土壌汚染 

〇検討項目 

 発生土仮置き場の設置に伴う土壌への影響 

〇検討手法 

 事業の実施に伴う土壌汚染への影響を明らかにすることによ

り、定性的な検討を行う。 

〇検討対象時期 

 仮置き期間である工事中及び撤去完了時とする。 
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第 4 章 調査結果の概要並びに影響検討の結果 

4-1 土壌環境・その他 

4-1-1 土壌汚染 

工事の実施におけるトンネルの工事に伴う発生土仮置き場の設置により、土壌汚染が発生

するおそれがあることから、調査及び影響検討を行った。 

 

(1) 調査 

 1) 調査すべき項目 

ア．土壌汚染の状況 

調査項目は、土壌汚染の状況とした。 

 

 2) 調査の基本的な手法 

文献調査により、土壌汚染に関する文献及び資料を収集し、整理した。また、文献調査

を補完するために、関係自治体等へのヒアリングを行った。 

 

 3) 調査地域 

雨畑地区発生土仮置き場の設置に係る土壌汚染が発生するおそれがある地域とした。 

 

 4) 調査期間 

最新の情報を入手可能な時期とした。 

 

 5) 調査結果 

 ア．土壌汚染の状況 

雨畑地区発生土仮置き場は、既に発生土で造成された土地であり、土壌汚染対策法（平

成 14 年 5 月 29 日法律第 53 号、最終改正：平成 26 年 6 月 4 日法律第 51 号）に基づく要

措置区域及び形質変更時要届出区域、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和 45

年 12 月 25 日法律第 139 号、最終改正：平成 23 年 8 月 30 日法律第 105 号）に基づく農用

地土壌汚染対策区域及びダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年 7 月 16 日法律第 105

号、最終改正：平成 26 年 6 月 18 日法律第 72 号）に基づくダイオキシン類土壌汚染対策

地域に指定されている土地は存在しない。また、関係自治体等へのヒアリングを実施した

結果、過去に土壌汚染や地下水汚染に関する問題となった事例及び土壌汚染に関する苦情

は発生していない。 
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(2) 影響検討 

 1) 発生土仮置き場の設置 

 ア．検討 

  ｱ) 検討項目 

検討項目は、発生土仮置き場の設置に係る土壌汚染とした。 

 

  ｲ) 検討の基本的な手法 

発生土仮置き場の設置に係る工事計画を勘案し、土壌汚染を定性的に検討した。 

 

  ｳ) 検討地域 

発生土仮置き場の設置範囲とした。 

 

  ｴ) 検討対象時期 

仮置き期間である工事中及び撤去完了時とした。 

 

  ｵ) 検討条件の設定 

本検討では、発生土仮置き場に搬入する要対策土は、盛土内に雨水等が入らないよう遮

水シートで上から覆うとともに、ベントナイトで底面と周囲を囲む。また、要対策土から

の排水は集水管より集水ますに集め、送水管を通し水質汚濁防止法に準拠した水槽に一時

貯留後、法令等に則り適切に処理すると共に、遮水シートは溶着し、継ぎ目からの雨水の

要対策土への浸透を防止することを検討の前提条件とした。 

 

  ｶ) 検討結果 

発生土仮置き場に伴う土壌汚染の要因としては、要対策土の流出及び排水による汚染や

仮置き場からの地下水への浸透が考えられる。しかし、仮置き場における要対策土及び排

水の適切な管理を行うため、土壌汚染を生じさせることはない。 
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 イ．環境保全措置の検討 

  ｱ) 環境保全措置の検討の状況 

本事業では、計画の立案の段階において、「有害物質の有無の確認と基準不適合土壌

の適切な処理」について検討した。さらに、事業者により実行可能な範囲内で、発生土

仮置き場の設置による土壌汚染に係る環境影響を回避することを目的として、環境保全

措置の検討を行った。 

環境保全措置の検討の状況を表 4-1-1-1 に示す。 

 

表 4-1-1-1 環境保全措置の検討の状況 

環境保全措置 実施の適否 適否の理由 

仮置き場における掘削
土砂の適切な管理 

適 

発生土の仮置き場の要対策土を遮水シートで上から覆うととも
に、ベントナイトで底面と周囲を囲い込む等の管理を行うこと
で、雨水等による自然由来の重金属等の流出、飛散及び地下水浸
透を防止し、土壌汚染を回避できることから、環境保全措置とし
て採用する。 

工事排水の適切な処理 適 

要対策土からの排水について、水槽等の集水設備を設けて、基準
を超えた排水は産業廃棄物処理施設に運搬し、基準以内の排水は
早川工事施工ヤードに運搬し濁水処理を行うことで自然由来の重
金属等を含む排水の流出を防止し、また、集水設備は定期的に点
検を確実に行うことで土壌汚染を回避できることから、環境保全
措置として採用する。 

要対策土の適切な運搬 適 

要対策土の運搬にあたっては、「汚染土壌の運搬に関するガイド
ライン（改訂第 2 版）」（平成 24 年 5 月 環境省水・大気環境局
土壌環境課）等に記載されている実施内容を踏まえながら、運搬
車両への岩石・土壌の積卸時には飛散防止に努めるほか、出場時
はタイヤ洗浄や靴洗浄などを励行し、運搬時には荷台を浸透防止
シート等で覆うなどの対応をすることで、運搬経路における土壌
汚染を回避できることから、環境保全措置として採用する。 

 

  ｲ) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

本事業では、発生土仮置き場の設置による土壌汚染に係る環境影響を低減させるため、

環境保全措置として「仮置き場における掘削土砂の適切な管理」、「工事排水の適切な

処理」及び「要対策土の適切な運搬」を実施する。 

環境保全措置の内容を表 4-1-1-2 に示す。 

 

表 4-1-1-2(1)  環境保全措置の内容（発生土仮置き場の設置に係る土壌汚染） 

 

実施主体 東海旅客鉄道株式会社 

実施内容 

種類・方法 仮置き場における掘削土砂の適切な管理 

位置・範囲 発生土仮置き場 

時期・期間 工事中 

環境保全措置の効果 

発生土の仮置き場の要対策土を遮水シートで上から覆うとともに、ベン
トナイトで底面と周囲を囲い込む等の管理を行うことで、雨水等による
自然由来の重金属等の流出、飛散及び地下水浸透を防止し、土壌汚染を
回避できる。 

効果の不確実性 なし 

他の環境への影響 なし 
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表 4-1-1-2 (2) 環境保全措置の内容（発生土仮置き場の設置に係る土壌汚染） 

実施主体 東海旅客鉄道株式会社 

実施内容 

種類・方法 工事排水の適切な処理 

位置・範囲 発生土仮置き箇所 

時期・期間 工事中 

環境保全措置の効果 

要対策土からの排水について、水槽等の集水設備を設けて基準を超えた
排水は産業廃棄物処理施設に運搬し、基準以内の排水は早川工事施工ヤ
ードに運搬し濁水処理を行うことで自然由来の重金属等を含む排水の流
出を防止し、また、集水設備は定期的に点検を確実に行うことで土壌汚
染を回避できる。 

効果の不確実性 なし 

他の環境への影響 なし 

 

表 4-1-1-2 (3) 環境保全措置の内容（発生土仮置き場の設置に係る土壌汚染） 

実施主体 東海旅客鉄道株式会社 

実施内容 

種類・方法 要対策土の適切な運搬 

位置・範囲 車両が運行する区間 

時期・期間 工事中 

環境保全措置の効果 

要対策土の運搬にあたっては、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン
（改訂第 2 版）」（平成 24 年 5 月 環境省水・大気環境局土壌環境課）
等に記載されている実施内容を踏まえながら、運搬車両への岩石・土壌
の積卸時には飛散防止に努めるほか、出場時はタイヤ洗浄や靴洗浄など
を励行し、運搬時には荷台を浸透防止シート等で覆うなどの対応をする
ことで、運搬経路における土壌汚染を回避できる。 

効果の不確実性 なし 

他の環境への影響 なし 

 

  ｳ) 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の変化の状況 

環境保全措置の効果は、表 4-1-1-2 に示すとおりである。環境保全措置を実施する

ことで、土壌汚染に係る環境影響が回避される。 

 

 ウ．事後調査 

採用した検討手法は、その検討精度に係る知見が十分に蓄積されていると判断でき検討

の不確実性の程度が小さいこと、また採用した環境保全措置も効果に係る知見が十分に蓄

積されていると判断できることから、環境影響評価法に基づく事後調査は実施しないもの

とする。 

 

 エ．評価 

  ｱ) 評価の手法 

  a) 回避に係る評価 

事業者により実行可能な範囲内で回避がなされているか見解を明らかにすることによ

り行った。 
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  ｲ) 評価結果 

  a) 回避に係る評価 

本事業では、表 4-1-1-2 に示した環境保全措置を確実に実施することから、発生土仮

置き場の設置に伴う土壌汚染を回避できると評価する。 
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第 5 章 環境の保全のための措置 

 

環境影響評価の検討の過程において講ずることとした環境保全措置は本章に示すとおりで

ある。また、環境保全措置の検討にあたっては、以下に示す考え方を基本とした。 

(1)環境保全措置の検討にあたっては、環境への影響を回避することを優先するものとする。 

(2)環境保全措置の実施時期、実施期間等は計画の熟度に対応し、関係機関と連携を取りつ

つ適切に選定する。 

(3)環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられ

ているか否かの検証等を通じて、講じようとする環境保全措置の妥当性を検証し、適切

な措置を講ずることとする。 
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5-1 土壌環境・その他 

5-1-1 土壌汚染 

工事の実施（発生土仮置き場の設置）による土壌汚染への影響を、事業者の実行可能な範

囲内で回避するために、表 5-1-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 5-1-1（1）  土壌環境（土壌汚染）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

発生土

仮置き

場の設

置 

土
壌
汚
染
の
影
響 

土壌汚

染の回

避 

仮置き場

における

掘削土砂

の適切な

管理 

発生土の仮置き場の

要対策土を遮水シー

トで上から覆うとと

もに、ベントナイト

で底面と周囲を囲い

込む等の管理を行う

ことで、雨水等によ

る自然由来の重金属

等の流出、飛散及び

地下水浸透を防止

し、土壌汚染を回避

できることから、環

境保全措置として採

用する。 

回避 a なし なし 

 

 土壌汚

染の回

避 

工事排水

の適切な

処理 

要対策土からの排水

について、水槽等の

集水設備を設けて基

準を超えた排水は産

業廃棄物処理施設に

運搬し、基準以内の

排水は早川工事施工

ヤードに運搬し濁水

処理することで自然

由来の重金属等を含

む排水の流出を防止

し、また、集水設備

は定期的に点検を確

実に行うことで、土

壌汚染を回避できる

ことから、環境保全

措置として採用す

る。 

回避 a なし なし 
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表 5-1-1（2）  土壌環境（土壌汚染）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

発生土

仮置き

場の設

置 

土
壌
汚
染
の
影
響 

土壌汚

染の回

避 

要対策土

の適切な

運搬 

要対策土の運搬にあた

っては、「汚染土壌の

運搬に関するガイドラ

イン（改訂第 2 版）」

（平成24年5月 環境

省水・大気環境局土壌

環境課）等に記載され

ている実施内容を踏ま

えながら、運搬車両へ

の岩石・土壌の積卸時

には飛散防止に努める

ほか、出場時はタイヤ

洗浄や靴洗浄などを励

行し、運搬時には荷台

を浸透防止シート等で

覆うなどの対応をする

ことで、運搬経路にお

ける土壌汚染を回避で

きることから、環境保

全措置として採用す

る。 

回避 a なし なし 

 

 

※実施主体 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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第 6 章 環境保全措置の効果に係る知見が不十分な場合の調査 

 

本書において、環境保全措置の効果に係る知見が不十分なものはないため、事後調査を行わ

ないこととした。 
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第 7 章 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

 

本書において選定した環境要素ごとに、調査、検討及び評価についての結果の概要を表 7-1 に

示す。 

 

これらの結果から、環境保全措置を実施することによって、環境への影響について事業者に

より実行可能な範囲内で回避が図られ、環境の保全について適正な配慮がなされている事業で

あると総合的に評価する。 

 

なお、工事期間中に新たな環境保全技術などの知見が得られた場合には、できる限り取り入れ

るよう努める。 
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表 7-1 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

 

 

環境要素

の区分 

項目 
影響要因の区分 調査結果 検討結果 環境保全措置 評価結果 事後調査計画

環境要素の区分 

土壌に

係る環

境その

他環境 

 

 

土壌汚染 発生土仮置き場

の設置 

【文献調査】 

雨畑地区発生土仮置き場は、土壌汚染

対策法（平成 14 年 5 月 29 日法律第 53

号、最終改正：平成 26 年 6 月 4 日法

律第 51 号）に基づく要措置区域及び

形質変更時要届出区域、農用地の土壌

の汚染防止等に関する法律（昭和 45

年 12 月 25 日法律第 139 号、最終改

正：平成 23 年 8 月 30 日法律第 105

号）に基づく農用地土壌汚染対策区域

及びダイオキシン類対策特別措置法

（平成 11 年 7 月 16 日法律第 105 号、

最終改正：平成 26 年 6 月 18 日法律第

72 号）に基づくダイオキシン類土壌汚

染対策地域に指定されている地域は存

在しない。また、関係自治体等へのヒ

アリングを実施した結果、過去に土壌

汚染や地下水汚染に関する問題となっ

た事例及び土壌汚染に関する苦情は発

生していない。 

発生土仮置き場の設置に伴う土壌汚染の要因として

は、要対策土の流出及び排水による汚染や仮置き場か

らの地下水への浸透が考えられる。しかし、仮置き場

における要対策土及び排水の適切な管理を行うため、

土壌汚染を生じさせることはない。 

 

 

① 仮置き場における掘削土砂の

適切な管理 

② 工事排水の適切な処理 

③ 要対策土の適切な運搬 

発生土仮置き場の設置に伴う土壌汚

染については、環境保全措置を確実に

実施することから、事業者により実行

可能な範囲内で、環境影響の回避が図

られていると判断した。 

計画しない。



 

「本文中の「第 2 章 工事概要」に記載した「図 2-1 発生土置き場の位置」、「図 2-5 工

事用車両の運行ルート」は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 100 万分 1 日本、

50 万分 1 地方図、数値地図 200000（地図画像）、数値地図 50000（地図画像）及び数値

地図 25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平 28 情複、 第 177 号）」 

なお、承認を得て作成した複製品を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院

長の承認を得る必要があります。 


